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2



補足－1【設計及び工事計画変更認可申請における 

適用条文等の整理について】

（改２）
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補 1－1 

設計及び工事計画変更認可申請における適用条文等の整理について 

1. 概 要

 今回，東海第二発電所の原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタの一部について設置場所

を変更するため，設計及び工事の計画の変更認可申請を行う。 

本資料では，「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく当該手続き

を行うにあたり，申請対象が適用を受ける「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則」の条文を整理するとともに，適合性の確認が必要となる条文を明確にする。 

2. 適用条文の整理結果

 本設計及び工事の計画の申請対象である原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタの適用条

文は，下表及び補足-5 並びに添付書類に示すとおり。 

なお，今回の申請においては，後述の「補足－4 原子炉棟換気系改造工事の概要について」

にて，原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタの一部について設置場所を変更（検出器を移

設）する要因となった原子炉棟換気系隔離弁，ダクトの撤去及びダクトの追設，ならびに原子

炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ検出器の移設に係る対策について，設置許可基準規則及

び技術的能力審査基準の各条文を列挙，影響確認をすべき条文を網羅的に抽出し，それらの条

文に対する適合性を確認している（補足－4 別添資料１参照）。 

【申請対象】 

・ 計測制御系統施設

7 工学的安全施設等の起動信号

7.3 原子炉建屋ガス処理系

・常設

a. 原子炉建屋放射能高

・ 放射線管理施設

1 放射線管理用計測装置

(1) プロセスモニタリング設備

ハ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域から環境に放出する排水中又

は排気中の放射性物質濃度を計測する装置

・常設

d. 原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ

【凡例】 

○：適用条文であり，今回の申請で適合性を確認する必要がある条文

△：適用条文であるが，既に適合性が確認されている条文，又は工事計画に係る内容に影

響を受けないことが明確に確認できる条文 

×：適用を受けない条文 
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補 1－2 

3．用語の使い分けについて 

本資料における用語の使い分けについては，以下のとおりとする。 

・原子炉建屋原子炉棟 ⇒ 原子炉本体の二次格納施設（建屋）を示す名称。

・原子炉建屋付属棟 ⇒ 原子炉建屋原子炉棟の外側に隣接する建屋を示す名称。

・原子炉建屋 ⇒ 「原子炉建屋原子炉棟」及び「原子炉建屋付属棟」を合わせて示す名称。

・原子炉建屋付属棟（廃棄物処理棟） ⇒ 「原子炉建屋付属棟」のうち，主に原子炉棟の東側

（廃棄物処理施設設置）エリアを示す名称。
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補 1－3 

（１） 計測制御系統施設

今回の申請対象は重大事故等対処施設（以下「SA」という。）ではないため，SA への基準適

合を要求する条文である第 49 条～第 78 条には該当しない。 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第 ４ 条 

設計基準対象施設の地盤 
× 

今回の放射線モニタの改造では，設置床高さ及び原子炉建屋付

属棟の重量に変更はなく，平成 30 年 10 月 18 日付け原規規発

第 1810181 号にて認可された工事の計画（以下「既工事計画」

という。）で確認された設計基準対象施設の地盤に係る設計に

変更がないことから，審査対象条文とならない。 

（添付書類１） 

第 ５ 条 

地震による損傷の防止 
× 

今回の改造範囲である原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モ

ニタは，計測制御系統施設には該当せず，放射線管理施設に

該当するため，（２）放射線管理施設で整理する。 

第 ６ 条 

津波による損傷の防止 
△ 

今回の放射線モニタの改造を踏まえた津波による損傷の防止

に関する設計への影響を確認する必要があるが，入力津波に変

更はなく，津波による損傷防止が図られた原子炉建屋内の改造

であり既工事計画で確認された設計を変更するものではない。

また，津波による損傷の防止に関する基本設計方針についても

変更がないことから，審査対象条文とならない。 

（添付書類３） 
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補 1－4 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第 ７ 条 

外部からの衝撃による損

傷の防止 

△ 

今回の放射線モニタの改造を踏まえた外部からの衝撃による

損傷の防止に関する設計への影響を確認する必要があるが，系

統構成に変更はなく，外部からの衝撃による損傷防止が図られ

た原子炉建屋内の改造であることから，既工事計画において確

認された想定される自然現象及び人為事象や防護する設計を

変更するものではない。また，外部からの衝撃による損傷の防

止に関する基本設計方針についても変更がないことから，審査

対象条文とならない。 

（添付書類４） 

第 ８ 条 

立ち入りの防止 
× 

今回の放射線モニタの改造では，立ち入りの防止に係る設備に

該当しないため，審査対象条文とならない。 

第 ９ 条 

発電用原子炉施設への人

の不法な侵入等の防止 

× 
今回の放射線モニタの改造では，人の不法な侵入等の防止に係

る設備に該当しないため，審査対象条文とならない。 

第１０条 

急傾斜地の崩壊の防止 
× 

東海第二発電所において急傾斜地崩壊危険区域に指定された

箇所はないため，審査対象条文とならない。 

第１１条 

火災による損傷の防止 
△ 

今回の放射線モニタの改造を踏まえた火災による損傷の防止

に関する設計への影響を確認する必要があるが，系統構成に変

更はなく，既工事計画で確認された火災防護を行う機器等の選

定並びに火災区域及び火災区画の設定，火災発生防止に係る設

計，火災の感知及び消火に係る設計，火災の影響軽減対策に係

る設計，その他の内部火災に係る防護の設計を変更するもので

はない。また，火災による損傷の防止に関する基本設計方針に

ついても変更がないことから，審査対象条文とならない。 

（添付書類５） 
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補 1－5 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第１２条 

発電用原子炉施設内にお

ける溢水等による損傷の

防止 

○ 

今回の放射線モニタの改造では，原子炉建屋換気系（ダクト）

放射線モニタ（検出器）の配置を異なる溢水防護区画に変更す

ることから，既工事計画で確認された溢水防護対象設備の選

定，溢水源，溢水量，溢水防護区画及び溢水経路の設定，溢水

防護対象設備に関する溢水評価及び防護設計，その他の溢水防

護設計に影響がないこと（適合していること）を確認する必要

があるため，変更の工事の内容（本申請内容）に関連し，審査

対象条文とする。 

（添付書類６） 

第１３条 

安全避難通路等 
× 

今回の放射線モニタの改造では，当該設備の配置の変更がある

が，安全避難通路等に変更がないため，審査対象条文とならな

い。 

第１４条 

安全設備 
△ 

今回の放射線モニタの改造により，安全設備に関する設計への

影響を確認する必要があるが，改造箇所は原子炉建屋換気系

（ダクト）放射線モニタ（検出器）の原子炉建屋付属棟内での

配置の変更であり，既工事計画で確認された設計基準事故時に

想定される環境条件に変更がないことから，審査対象条文とな

らない。 

（添付書類７） 

第１５条 

設計基準対象施設の機能 
△ 

今回の放射線モニタの改造により，設計基準対象施設の機能へ

の影響を確認する必要があるが，今回の改造により他発電所と

の共用する設備はなく， 既工事計画で確認された保守点検及

び飛散物による損傷防護に係る基本設計方針に変更がないこ

とから，審査対象条文とならない。 

（添付書類８） 

第１６条 

全交流動力電源喪失対策

設備 

× 
今回の放射線モニタの改造では，全交流動力電源喪失対策設備

に該当しないため，審査対象条文とならない。 

第１７条 

材料及び構造 
× 

今回の放射線モニタの改造では，材料及び構造に係る設備に該

当しないため，審査対象条文とならない。 
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補 1－6 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第１８条 

使用中の亀裂等による破

壊の防止 

× 維持基準であることから，審査対象条文とならない。 

第１９条 

流体振動等による損傷の

防止 

× 
今回の放射線モニタの改造では，流体振動等による損傷の防止

に係る設備に該当しないため，審査対象条文とならない。 

第２０条 

安全弁等 
× 

今回の放射線モニタの改造では，安全弁等に該当しないため，

審査対象条文とならない。 

第２１条 

耐圧試験等 
× 

施設時基準又は維持基準であることから，審査対象条文となら

ない。 

第２２条 

監視試験片 
× 

容器の中性子照射による劣化に対する要求であり，対象設備は

本条文の適用を受ける設備ではないため，審査対象条文となら

ない。 

第２３条 

炉心等 
× 

今回の放射線モニタの改造では，炉心等に該当しないため，審

査対象条文とならない。 

第２４条 

熱遮蔽材 
× 

今回の放射線モニタの改造では，熱遮蔽材に該当しないため，

審査対象条文とならない。 

第２５条 

一次冷却材 
× 

今回の放射線モニタの改造では，一次冷却材に該当しないた

め，審査対象条文とならない。 

第２６条 

燃料取扱設備及び燃料貯

蔵設備 

× 
今回の放射線モニタの改造では，燃料取扱設備及び燃料貯蔵設

備に該当しないため，審査対象条文とならない。 

第２７条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ 

× 
今回の放射線モニタの改造では，原子炉冷却材圧力バウンダリ

に該当しないため，審査対象条文とならない。 

第２８条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリの隔離装置等 

× 
今回の放射線モニタの改造では，原子炉冷却材圧力バウンダリ

の隔離装置等に該当しないため，審査対象条文とならない。 

第２９条 

一次冷却材処理装置 
× 

今回の放射線モニタの改造では，一次冷却材処理装置に該当し

ないため，審査対象条文とならない。 

第３０条 

逆止め弁 
× 

今回の放射線モニタの改造では，逆止め弁に該当しないため，

審査対象条文とならない。 
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補 1－7 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第３１条 

蒸気タービン 
× 

今回の放射線モニタの改造では，蒸気タービンに該当しないた

め，審査対象条文とならない。 

第３２条 

非常用炉心冷却設備 
× 

今回の放射線モニタの改造では，非常用炉心冷却設備に該当し

ないため，審査対象条文とならない。 

第３３条 

循環設備等 
× 

今回の放射線モニタの改造では，循環設備等に該当しないた

め，審査対象条文とならない。 

第３４条 

計測装置 
× 

今回の放射線モニタの改造では，計測装置に該当しないため，

審査対象条文とならない。 

第３５条 

安全保護装置 
△ 

今回の放射線モニタの改造を踏まえた安全保護装置に関する

設計への影響を確認する必要があるが，原子炉建屋ガス処理系

を自動的に作動させる安全保護装置の機能に変更がなく，既工

事計画において確認された設計を変更するものではない。ま

た，安全保護装置に関する基本設計方針についても変更がない

ことから，審査対象条文とならない。 

（添付書類９） 

第３６条 

反応度制御系統及び原子

炉停止系統 

× 
今回の放射線モニタの改造では，反応度制御系統及び原子炉停

止系統に該当しないため，審査対象条文とならない。 

第３７条 

制御材駆動装置 
× 

今回の放射線モニタの改造では，制御材駆動装置に該当しない

ため，審査対象条文とならない。 

第３８条 

原子炉制御室等 
× 

今回の放射線モニタの改造では，原子炉制御室等に該当しない

ため，審査対象条文とならない。 

第３９条 

廃棄物処理設備等 
× 

今回の放射線モニタの改造では，廃棄物処理設備等に該当しな

いため，審査対象条文とならない。 

第４０条 

廃棄物貯蔵設備等 
× 

今回の放射線モニタの改造では，廃棄物貯蔵設備等に該当しな

いため，審査対象条文とならない。 

第４１条 

放射性物質による汚染の

防止 

× 

今回の放射線モニタの改造では，放射性物質による汚染の防止

が適用される設備に該当しないため，審査対象条文とならな

い。 

第４２条 

生体遮蔽等 
× 

今回の放射線モニタの改造では，生体遮蔽等に該当しないた

め，審査対象条文とならない。 
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補 1－8 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第４３条 

換気設備 
× 

今回の放射線モニタの改造では，換気設備に該当しないため，

審査対象条文とならない。 

第４４条 

原子炉格納施設 
× 

今回の放射線モニタの改造では，原子炉格納施設に該当しない

ため，審査対象条文とならない。 

第４５条 

保安電源設備 
× 

今回の放射線モニタの改造では，保安電源設備に該当しないた

め，審査対象条文とならない。 

第４６条 

緊急時対策所 
× 

今回の放射線モニタの改造では，緊急時対策所に該当しないた

め，審査対象条文とならない。 

第４７条 

警報装置等 
× 

今回の放射線モニタの改造では，警報装置等に該当しないた

め，審査対象条文とならない。 

第４８条 

準用 
× 

今回の放射線モニタの改造では，補助ボイラ，電気設備等の準

用が適用される設備に該当しないため，審査対象条文とならな

い。 
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補 1－9 

（２） 放射線管理施設 

今回の申請対象は重大事故等対処施設（以下「SA」という。）ではないため，SA への基準適

合を要求する条文である第 49 条～第 78 条には該当しない。 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第 ４ 条 

設計基準対象施設の地盤 
× 

今回の放射線モニタの改造では，設置床高さ及び原子炉建屋

付属棟の重量に変更はなく，既工事計画で確認された設計基

準対象施設の地盤に係る設計に変更がないことから，審査対

象条文とならない。 

（添付書類１） 

第 ５ 条 

地震による損傷の防止 
△ 

今回の放射線モニタの改造では，「実用発電用原子炉及びその

附属設備の技術基準に関する規則の一部改正」に定める耐震

に係る設計を変更するものではない。また，地震による損傷の

防止に関する基本設計方針についても変更がないことから，

審査対象条文とならない。 

（添付書類２） 

第 ６ 条 

津波による損傷の防止 
△ 

今回の放射線モニタの改造を踏まえた津波による損傷の防止

に関する設計への影響を確認する必要があるが，入力津波に

変更はなく，津波による損傷防止が図られた原子炉建屋内の

改造であり既工事計画で確認された設計を変更するものでは

ない。また，津波による損傷の防止に関する基本設計方針につ

いても変更がないことから，審査対象条文とならない。 

（添付書類３） 

第 ７ 条 

外部からの衝撃による損

傷の防止 

△ 

今回の放射線モニタの改造を踏まえた外部からの衝撃による

損傷の防止に関する設計への影響を確認する必要があるが，

系統構成に変更はなく，外部からの衝撃による損傷防止が図

られた原子炉建屋内の改造であることから，既工事計画にお

いて確認された想定される自然現象及び人為事象や防護する

設計を変更するものではない。また，外部からの衝撃による損

傷の防止に関する基本設計方針についても変更がないことか

ら，審査対象条文とならない。 

（添付書類４） 
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補 1－10 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第 ８ 条 

立ち入りの防止 
× 

今回の放射線モニタの改造では，立ち入りの防止に係る設備

に該当しないため，審査対象条文とならない。 

第 ９ 条 

発電用原子炉施設への人

の不法な侵入等の防止 

× 
今回の放射線モニタの改造では，人の不法な侵入等の防止に

係る設備に該当しないため，審査対象条文とならない。 

第１０条 

急傾斜地の崩壊の防止 
× 

東海第二発電所において急傾斜地崩壊危険区域に指定された

箇所はないため，審査対象条文とならない。 

第１１条 

火災による損傷の防止 
△ 

今回の放射線モニタの改造を踏まえた火災による損傷の防止

に関する設計への影響を確認する必要があるが，系統構成に

変更はなく，既工事計画で確認された火災防護を行う機器等

の選定並びに火災区域及び火災区画の設定，火災発生防止に

係る設計，火災の感知及び消火に係る設計，火災の影響軽減対

策に係る設計，その他の内部火災に係る防護の設計を変更す

るものではない。また，火災による損傷の防止に関する基本設

計方針についても変更がないことから，審査対象条文となら

ない。 

（添付書類５） 

第１２条 

発電用原子炉施設内にお

ける溢水等による損傷の

防止 

○ 

今回の放射線モニタの改造では，原子炉建屋換気系（ダクト）

放射線モニタ（検出器）の配置を異なる溢水防護区画に変更す

ることから，既工事計画で確認された溢水防護対象設備の選

定，溢水源，溢水量，溢水防護区画及び溢水経路の設定，溢水

防護対象設備に関する溢水評価及び防護設計，その他の溢水

防護設計に影響がないこと（適合していること）を確認する必

要があるため，変更の工事の内容（本申請内容）に関連し，審

査対象条文とする。 

（添付書類６） 

第１３条 

安全避難通路等 
× 

今回の放射線モニタの改造では，当該設備の配置の変更があ

るが，安全避難通路等に変更がないため，審査対象条文となら

ない。 
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補 1－11 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第１４条 

安全設備 
△ 

今回の放射線モニタの改造により，安全設備に関する設計へ

の影響を確認する必要があるが，改造箇所は原子炉建屋換気

系（ダクト）放射線モニタ（検出器）の原子炉建屋付属棟内で

の配置の変更であり，既工事計画で確認された設計基準事故

時に想定される環境条件に変更がないことから，審査対象条

文とならない。 

（添付書類７） 

第１５条 

設計基準対象施設の機能 
△ 

今回の放射線モニタの改造により，設計基準対象施設の機能

への影響を確認する必要があるが，今回の改造により他発電

所との共用する設備はなく， 既工事計画で確認された保守点

検及び飛散物による損傷防護に係る基本設計方針に変更がな

いことから，審査対象条文とならない。 

（添付書類８） 

第１６条 

全交流動力電源喪失対策

設備 

× 
今回の放射線モニタの改造では，全交流動力電源喪失対策設

備に該当しないため，審査対象条文とならない。 

第１７条 

材料及び構造 
× 

今回の放射線モニタの改造では，材料及び構造に係る設備に

該当しないため，審査対象条文とならない。 

第１８条 

使用中の亀裂等による破

壊の防止 

× 維持基準であることから，審査対象条文とならない。 

第１９条 

流体振動等による損傷の

防止 

× 
今回の放射線モニタの改造では，流体振動等による損傷の防

止に係る設備に該当しないため，審査対象条文とならない。 

第２０条 

安全弁等 
× 

今回の放射線モニタの改造では，安全弁等に該当しないため，

審査対象条文とならない。 

第２１条 

耐圧試験等 
× 

施設時基準又は維持基準であることから，審査対象条文とな

らない。 

第２２条 

監視試験片 
× 

容器の中性子照射による劣化に対する要求であり，対象設備

は本条文の適用を受ける設備ではないため，審査対象条文と

ならない。 
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補 1－12 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第２３条 

炉心等 
× 

今回の放射線モニタの改造では，炉心等に該当しないため，審

査対象条文とならない。 

第２４条 

熱遮蔽材 
× 

今回の放射線モニタの改造では，熱遮蔽材に該当しないため，

審査対象条文とならない。 

第２５条 

一次冷却材 
× 

今回の放射線モニタの改造では，一次冷却材に該当しないた

め，審査対象条文とならない。 

第２６条 

燃料取扱設備及び燃料貯

蔵設備 

× 
今回の放射線モニタの改造では，燃料取扱設備及び燃料貯蔵

設備に該当しないため，審査対象条文とならない。 

第２７条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ 

× 
今回の放射線モニタの改造では，原子炉冷却材圧力バウンダ

リに該当しないため，審査対象条文とならない。

第２８条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリの隔離装置等 

× 
今回の放射線モニタの改造では，原子炉冷却材圧力バウンダ

リの隔離装置等に該当しないため，審査対象条文とならない。 

第２９条 

一次冷却材処理装置 
× 

今回の放射線モニタの改造では，一次冷却材処理装置に該当

しないため，審査対象条文とならない。 

第３０条 

逆止め弁 
× 

今回の放射線モニタの改造では，逆止め弁に該当しないため，

審査対象条文とならない。 

第３１条 

蒸気タービン 
× 

今回の放射線モニタの改造では，蒸気タービンに該当しない

ため，審査対象条文とならない。 

第３２条 

非常用炉心冷却設備 
× 

今回の放射線モニタの改造では，非常用炉心冷却設備に該当

しないため，審査対象条文とならない。 

第３３条 

循環設備等 
× 

今回の放射線モニタの改造では，循環設備等に該当しないた

め，審査対象条文とならない。 

第３４条 

計測装置 
× 

今回の放射線モニタの改造では，計測装置に該当しないため，

審査対象条文とならない。 

第３５条 

安全保護装置 
× 

今回の放射線モニタの改造では，安全保護装置に該当しない

ため，審査対象条文とならない。 
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補 1－13 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第３６条 

反応度制御系統及び原子

炉停止系統 

× 
今回の放射線モニタの改造では，反応度制御系統及び原子炉

停止系統に該当しないため，審査対象条文とならない。 

第３７条 

制御材駆動装置 
× 

今回の放射線モニタの改造では，制御材駆動装置に該当しな

いため，審査対象条文とならない。 

第３８条 

原子炉制御室等 
× 

今回の放射線モニタの改造では，原子炉制御室等に該当しな

いため，審査対象条文とならない。 

第３９条 

廃棄物処理設備等 
× 

今回の放射線モニタの改造では，廃棄物処理設備等に該当し

ないため，審査対象条文とならない。 

第４０条 

廃棄物貯蔵設備等 
× 

今回の放射線モニタの改造では，廃棄物貯蔵設備等に該当し

ないため，審査対象条文とならない。 

第４１条 

放射性物質による汚染の

防止 

× 

今回の放射線モニタの改造では，放射性物質による汚染の防

止が適用される設備に該当しないため，審査対象条文となら

ない。 

第４２条 

生体遮蔽等 
× 

今回の放射線モニタの改造では，生体遮蔽等に該当しないた

め，審査対象条文とならない。 

第４３条 

換気設備 
× 

今回の放射線モニタの改造では，換気設備に該当しないため，

審査対象条文とならない。 

第４４条 

原子炉格納施設 
× 

今回の放射線モニタの改造では，原子炉格納施設に該当しな

いため，審査対象条文とならない。 

第４５条 

保安電源設備 
× 

今回の放射線モニタの改造では，保安電源設備に該当しない

ため，審査対象条文とならない。 

第４６条 

緊急時対策所 
× 

今回の放射線モニタの改造では，緊急時対策所に該当しない

ため，審査対象条文とならない。 

16



補 1－14 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第４７条 

警報装置等 
△ 

今回の放射線モニタの改造を踏まえた警報装置等に関する設

計への影響を確認する必要があるが，原子炉建屋放射能高の

警報装置の構成に変更はなく，既工事計画で確認された設計

を変更するものではない。また，警報装置等に関する基本設計

方針についても変更がないことから，審査対象条文とならな

い。 

（添付書類１０） 

第４８条 

準用 
× 

今回の放射線モニタの改造では，補助ボイラ，電気設備等の準

用が適用される設備に該当しないため，審査対象条文となら

ない。 

17



原
子
炉

建
屋

換
気

系
（

ダ
ク

ト
）

放
射

線
モ

ニ
タ

の
変

更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
１

２
条

発
電
用

原
子

炉
施
設
内

に
お

け
る

溢
水

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

１
．
基
準
適
合
性
の
確

認
範
囲

①
溢

水
防
護
対
象
設

備
の
選
定

に
つ
い
て

ａ
．
既
工
事
計
画

に
お
い
て

は
，
原
子
炉
の

高
温
停
止

，
低
温
停
止
を

達
成
し
，

こ
れ
を
維
持
す

る
た
め
に

必
要
な
設
備
，

放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め

機
能

を
維
持
す
る

た
め
に
必

要
な
設
備
並
び

に
使
用
済

燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
機
能

及
び
給
水
機
能

を
維
持
す

る
た
め
に
必
要

な
設
備
を

，
溢
水
防
護
対

象
設

備
と
し
て
選

定
す
る
方

針
と
記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-1
-
1-
8-
1
溢
水
等
に
よ
る

損
傷
防
止
の
基

本
方
針
」

（
1
,3
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-1
-
1-
8-
2
 防

護
す
べ
き
設

備
の
設
定
」
（

1～
3,
5,
8
,1
1～

83
,1
18
～
1
2
7頁

参
照
）

「
補
足

-
5【

原
子
炉
建

屋
換
気
系

（
ダ
ク
ト
）
放

射
線
モ
ニ

タ
改
造
工
事
の

概
要
に
つ

い
て
】
参
照
」

ｂ
．
既
工
事
計
画

に
お
い
て

は
，
溢
水
に
よ

り
発
生
し

得
る
原
子
炉
外

乱
及
び
溢

水
の
原
因
と
な

り
得
る
原

子
炉
外
乱
に
対

処
す
る
た
め
に
必
要
な
設

備
も

選
定
す
る
方

針
と
記
載

し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-1
-
1-
8-
1
溢
水
等
に
よ
る

損
傷
防
止
の
基

本
方
針
」

（
1
,3
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-1
-
1-
8-
2
 防

護
す
べ
き
設

備
の
設
定
」
（

2
,3
,
11
～

8
3,
11
8～

12
7頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

上
記
の
方
針
に

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

す
る
。

②
溢

水
源
，
溢
水
量

，
溢
水
防

護
区
画
及
び
溢

水
経
路
の

設
定
に
つ
い
て

ａ
．
既
工
事
計
画

に
お
い
て

は
，
耐
震
Ｓ
ク

ラ
ス
機
器

に
つ
い
て
は
溢

水
源
と
し

て
想
定
し
な
い

方
針
で
あ

る
と
記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-1
-
1-
8-
1
溢
水
等
に
よ
る

損
傷
防
止
の
基

本
方
針
」

（
1
,2
,
5頁

参
照
）

「
Ⅴ

-1
-
1-
8-
3
 溢

水
評
価
条
件

の
設
定
」
（

1,
2
,8
,
12
頁

参
照
）

ｂ
．
既
工
事
計
画

に
お
い
て

は
，
溢
水
防
護

対
象
設
備

が
設
置
さ
れ
て

い
る
全
て

の
区
画
並
び
に

中
央
制
御

室
及
び
現
場
操

作
が
必
要
な
設
備
へ
の
ア

ク
セ

ス
通
路
を
対

象
に
溢
水

防
護
区
画
を
設

定
す
る
と

と
も
に
，
溢
水
防
護
区
画

内
外
で
発
生
す

る
溢
水
に

対
し
て
，
溢
水

防
護
区
画

内
の
溢
水
水
位

が
最

も
高
く
な
る

溢
水
経
路

を
設
定
す
る
方

針
と
記
載

し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-1
-
1-
8-
1
溢
水
等
に
よ
る

損
傷
防
止
の
基

本
方
針
」

（
2
,5
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-1
-
1-
8-
3
 溢

水
評
価
条
件

の
設
定
」
（

11
,
13
,
26
頁

参
照
）

補1-添6-1
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ｃ
．
既
工
事
計
画

に
お
い
て

は
，
浸
水
に
対

す
る
保
護

構
造
を
有
し
被

水
影
響
を

受
け
て
も
要
求

さ
れ
る
機

能
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な
い
設
計
と
す
る

と
記

載
さ
れ
て
い

る
。
ま
た

，
保
護
構
造
を

有
さ
な
い

場
合
は
，
機
能
を
損
な
う

お
そ
れ
が
な
い

配
置
設
計

又
は
被
水
の
影

響
が
発
生

し
な
い
よ
う
当

該
設

備
が
設
置
さ

れ
る
溢
水

防
護
区
画
に
お

い
て
水
消

火
を
行
わ
な
い
消
火
手
段

を
採
用
す
る
設

計
と
す
る

。
「
Ⅴ

-1
-1
-8
-
1 
溢
水
等
に
よ

る
損
傷
防
止
の
基

本
方
針
」
（

2,
7頁

参
照

）
ｄ
．
既
工
事
計
画

に
お
い
て

は
，
想
定
破
損

及
び
消
火

水
の
放
水
に
対

し
て
，
溢

水
量
の
算
出
し

記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-1
-1
-8
-
1 
溢
水
等
に
よ

る
損
傷
防
止
の
基

本
方
針
」
（

1～
4頁

参
照

）
今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

上
記
の
方
針
に

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

す
る
。

③
溢

水
防
護
対
象
設

備
に
関
す

る
溢
水
評
価
及

び
防
護
設

計
に
つ
い
て

原
子
炉
施
設
内
に

お
け
る
溢

水
の
発
生
に
よ

り
，
安
全

性
を
損
な
う
お

そ
れ
が
な

い
よ
う
に
す
る

た
め
，
以

下
を
確
認
す
る

。
ａ
．
既
工
事
計
画

に
お
い
て

は
，
没
水
影
響

に
対
し
て

，
溢
水
防
護
対

象
設
備
が

要
求
さ
れ
る
安

全
機
能
を

損
な
う
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め

に
，

当
該
設
備
の

機
能
喪
失

高
さ
は
当
該
区

画
の
溢
水

水
位
に
対
し
て
裕
度
を
確

保
す
る
設
計
方

針
と
記
載

し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-1
-
1-
8-
1
 溢

水
等
に
よ
る

損
傷
防
止
の
基

本
方
針
」

（
2
,6
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-1
-
1-
8-
4
 溢

水
影
響
に
関

す
る
評
価
」
（

1頁
参
照

）
「
補
足

-
5【

原
子
炉
建

屋
換
気
系

（
ダ
ク
ト
）
放

射
線
モ
ニ

タ
改
造
工
事
の

概
要
に
つ

い
て
】
参
照
」

ｂ
．
既
工
事
計
画

に
お
い
て

は
，
被
水
影
響

に
対
し
て

，
溢
水
防
護
対

象
設
備
が

要
求
さ
れ
る
安

全
機
能
を

損
な
う
お
そ
れ

が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め

に
，

当
該
設
備
の

配
置
を
考

慮
し
た
設
計
又

は
水
の
浸

入
に
対
す
る
保
護
構
造
を

有
す
る
設
計
方

針
と
記
載

し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-1
-
1-
8-
1
 溢

水
等
に
よ
る

損
傷
防
止
の
基

本
方
針
」

（
2
,7
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-1
-
1-
8-
4
 溢

水
影
響
に
関

す
る
評
価
」
（

1
,1
1頁

参
照
）

ｃ
．
既
工
事
計
画

に
お
い
て

は
，
使
用
済
燃

料
プ
ー
ル

等
の
ス
ロ
ッ
シ

ン
グ
の
影

響
に
対
し
て
，

ス
ロ
ッ
シ

ン
グ
後
も
使
用

済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
機

能
及

び
遮
蔽
機
能

並
び
に
給

水
機
能
の
維
持

に
必
要
な

水
位
を
確
保
す
る
設
計
方

針
と
記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-1
-
1-
8-
1
 溢

水
等
に
よ
る

損
傷
防
止
の
基

本
方
針
」

（
2
,9
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-1
-
1-
8-
4
 溢

水
影
響
に
関

す
る
評
価
」
（

1
,3
8頁

参
照
）

原
子
炉

建
屋

換
気

系
（

ダ
ク

ト
）

放
射

線
モ

ニ
タ

の
変

更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
１

２
条

発
電
用

原
子

炉
施
設
内

に
お

け
る

溢
水

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

補1-添6-2
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ｄ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

蒸
気
影
響
に
対

し
て
，
溢

水
防
護
対
象
設

備
が
要
求

さ
れ
る
安
全
機

能
を
損
な

う
お
そ
れ
が
な

い
よ
う
に

す
る
た
め
に
，

蒸
気
の

漏
え
い
量
を
制

限
す
る
防

護
カ
バ
ー
を
設

置
す
る
な

ど
蒸
気
影
響
緩

和
対
策
を

適
切
に
講
じ
，

溢
水
防
護

対
象
設
備
の
周

辺
環
境
を

蒸
気
曝
露

試
験
等

で
健
全
性
を
確

認
し
た
環

境
条
件
を
超
え

る
こ
と
が

な
い
設
計
と
し

て
い
る
こ

と
，
ま
た
，
蒸

気
影
響
緩

和
対
策
の
防
護

カ
バ
ー
に

つ
い
て
，

配
管
破

断
時
に
発
生
す

る
荷
重
に

対
し
て
必
要
な

強
度
を
有

す
る
設
計
方
針

と
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-1
-
1-
8-
1
溢
水
等
に
よ
る

損
傷
防
止
の
基

本
方
針
」

（
2
,8
頁
参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

上
記
の
設
計
に

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

す
る
。

④
そ

の
他
の
溢
水
防

護
設
計
に

つ
い
て

既
工
事

計
画
に
お
い
て

は
，
放
射

性
物
質
を
含
む

液
体
を
内

包
す
る
容
器
，

配
管
そ
の

他
の
設
備
か
ら

あ
ふ
れ
出

る
放
射
性
物
質

を
含
む
液

体
が
管
理
区

域
外
へ

伝
播
し
な
い
よ

う
に
す
る

設
計
方
針
と
記

載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ
-
1
-1
-8
-1
 溢

水
等

に
よ
る
損
傷
防

止
の
基
本

方
針
」
（

2,
10
,
11
,
13
頁

参
照
）

「
Ⅴ
-
1
-1
-8
-4
 溢

水
影

響
に
関
す
る
評

価
」
（

1,
5
7,
58
頁
参
照
）

「
Ⅴ
-
1
-1
-8
-5
 溢

水
防

護
施
設
の
詳
細

設
計
」
（

1
,5
,2
5頁

参
照

）
今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

上
記
の
設
計
に

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

す
る
。

原
子
炉

建
屋

換
気

系
（

ダ
ク

ト
）

放
射

線
モ

ニ
タ

の
変

更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
１

２
条

発
電
用

原
子

炉
施
設
内

に
お

け
る

溢
水

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

補1-添6-3
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

補
足

-5
【
原
子
炉
建
屋

換
気
系
（

ダ
ク
ト
）
放
射

線
モ
ニ

タ
改
造
工
事
の

概
要
に
つ

い
て
】

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ
タ
の
改
造

に
よ
り
，
溢
水

防
護
対
象

設
備
の
配
置
及

び
溢
水
防

護
区
画
を
変
更

す
る
が
，

選
定
方
針

に
影
響
を
与
え
な
い
こ
と

を
確
認
し
た
。

【
①
ａ
】

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ
タ
の
改
造

に
よ
り
，
当
該

モ
ニ
タ
の

移
設
先
と
な
る

溢
水
防
護

区
画
内
で
の
配

置
に
つ
い

て
も
，
設

置
床
高
さ

EL
.2
2
.0
0
mに

対
し
て

，
溢
水
防
護
上
配

慮
が
必
要
な
高

さ
E
L
.2
4.
0
0m
以

上
を
満
足
す
る
高

さ
に
設
置

す
る
計
画
で
あ
り
，
当
該

区
画
の
溢
水
水

位
に
対
し

て
裕
度
を
確
保

す
る
設
計

方
針
に
影
響
を

与
え
な
い

こ
と
を

確
認
し
た
【
③
ａ
】

Ⅴ
-1
-1
-
8-
1 
溢
水
等
に
よ
る
損

傷
防
止
の
基
本

方
針

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ
タ
の
改
造

に
よ
り
，
溢
水

防
護
対
象

設
備
に
変
更
が

な
い
こ
と

を
確
認
し
た
。

【
①

,②
,
③
,

④
】

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ
タ
の
改
造

に
よ
り
，
溢
水

に
よ
り
発

生
し
得
る
原
子

炉
外
乱
及

び
溢
水
の
原
因

と
な
り
得

る
原
子
炉

外
乱
に
対
処
す
る
た
め
に

必
要
な
設
備
に

影
響
を
与

え
な
い
こ
と
を

確
認
し
た

。
【
①
ｂ
】

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ
タ
の
改
造

に
よ
り
，
耐
震

Ｓ
ク
ラ
ス

機
器
に
つ
い
て

は
溢
水
源

と
し
て
想
定
し

な
い
こ
と

か
ら
，
評

価
条
件
に
影
響
を
与
え
な

い
こ
と
を
確
認

し
た
。
【

②
ａ
】

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ
タ
の
改
造

に
よ
り
，
溢
水

防
護
区
画

，
及
び
溢
水
経

路
の
設
定

方
針
に
影
響
を

与
え
な
い

こ
と
を
確

認
し
た
。
【
②
ｂ
】

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ
タ
の
改
造

に
よ
り
，
溢
水

防
護
区
画

に
お
け
る
消
火

手
段
の
設

定
方
針
に
影
響

を
与
え
な

い
こ
と
を

確
認
し
た
。
【
②
ｃ
】

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ
タ
の
改
造

に
よ
り
，
想
定

破
損
に
対

し
て
の
溢
水
量

の
設
定
方

針
に
影
響
を
与

え
な
い
こ

と
を
確
認

し
た
。
【
②
ｄ
】

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ
タ
の
改
造

に
よ
り
，
当
該

モ
ニ
タ
の

移
設
先
に
お
い

て
，
漏
え

い
蒸
気
の
発
生

源
が
な
い

こ
と
か
ら

評
価
対
象
外
と
な
る
こ
と

を
確
認
し
た
。

【
③
ｄ
】

２
．
確

認
結
果

原
子
炉

建
屋

換
気

系
（

ダ
ク

ト
）

放
射

線
モ

ニ
タ

の
変

更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
１

２
条

発
電
用

原
子

炉
施
設
内

に
お

け
る

溢
水

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

補1-添6-4
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

Ⅴ
-1
-1
-
8-
2 
防
護
す
べ
き
設
備

の
設
定

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ
タ
の
改
造

に
よ
り
，
溢
水

防
護
対
象

設
備
に
変
更
が

な
い
こ
と

を
確
認
し
た
。

【
①
】

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ
タ
の
改
造

に
よ
り
，
溢
水

評
価
上
想

定
す
る
起
因
事

象
の
抽
出

に
影
響
を
与
え

な
い
こ
と

を
確
認

し
た
。
【
①
】

Ⅴ
-1
-1
-
8-
3 
溢
水
評
価
条
件
の

設
定

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ
タ
の
改
造

に
よ
り
，
耐
震

Ｓ
ク
ラ
ス

機
器
に
つ
い
て

は
溢
水
源

と
し
て
想
定
し

な
い
こ
と

か
ら
，

評
価
条
件
に
影

響
を
与
え

な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。

【
②
ａ
】

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ
タ
の
改
造

に
よ
り
，
溢
水

防
護
区
画

，
及
び
溢
水
経

路
の
設
定

方
針
に
影
響
を

与
え
な
い

こ
と
を

確
認
し
た
。
【

②
ｂ
】

Ⅴ
-1
-1
-
8-
4 
溢
水
影
響
に
関
す

る
評
価

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ
タ
の
改
造

に
よ
り
，
溢
水

防
護
対
象

設
備
に
変
更
が

な
く
，
評

価
条
件
に
影
響

を
与
え
な

い
こ
と

を
確
認
し
た
。

【
③

,④
】

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ
タ
の
改
造

に
よ
り
，
没
水

影
響
に
対

す
る
設
計
方
針

に
影
響
を

与
え
な
い
こ
と

を
確
認
し

た
。
【

③
ａ
】

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ
タ
の
改
造

に
よ
り
，
当
該

モ
ニ
タ
の

移
設
先
に
お
い

て
，
想
定

破
損
及
び
被
水

影
響
を
考

慮
す
べ

き
溢
水
源
が
な

い
こ
と
か

ら
評
価
対
象
外

と
な
る
こ

と
を
確
認
し
た

【
③
ｂ
】

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ
タ
の
改
造

に
よ
り
，
当
該

モ
ニ
タ
の

移
設
先
に
お
い

て
，
漏
え

い
蒸
気
の
発
生

源
が
な
い

こ
と
か

ら
評
価
対
象
外

と
な
る
こ

と
を
確
認
し
た

。
【
③
ｃ

】

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ
タ
の
改
造

に
よ
り
，
放
射

性
物
質
を

含
む
液
体
を
内

包
す
る
容

器
，
配
管
そ
の

他
の
設
備

か
ら
あ

ふ
れ
出
る
放
射

性
物
質
を

含
む
液
体
が
管

理
区
域
外

へ
伝
播
し
な
い

よ
う
に
す
る
設
計
方
針
に

影
響
を

与
え
な

い
こ
と
を
確
認

し
た
。
【

④
】

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ
タ
の
改
造

に
よ
り
，
溢
水

に
よ
り
防

護
す
べ
き
設
備

の
評
価
条

件
に
影
響
を
与

え
な
い
こ

と
を
確

認
し
た
。
【
③

,④
】

原
子
炉

建
屋

換
気

系
（

ダ
ク

ト
）

放
射

線
モ

ニ
タ

の
変

更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
１

２
条

発
電
用

原
子

炉
施
設
内

に
お

け
る

溢
水

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

Ⅴ
-1
-1
-
8-
5 
溢
水
防
護
施
設
の

詳
細
設
計

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ
タ
の
改
造

に
よ
り
，
溢
水

防
護
対
象

設
備
に
変
更
が

な
く
，
評

価
条
件
に
影
響

を
与
え
な

い
こ
と

を
確
認
し
た
。

【
④
】

・
今
回

の
放
射
線
モ
ニ
タ
の
改
造

に
よ
り
，
放
射

性
物
質
を

含
む
液
体
を
内

包
す
る
容

器
，
配
管
そ
の

他
の
設
備

か
ら
あ

ふ
れ
出
る
放
射

性
物
質
を

含
む
液
体
が
管

理
区
域
外

へ
伝
播
し
な
い

よ
う
に
す
る
設
計
方
針
に

影
響
を

与
え
な

い
こ
と
を
確
認

し
た
。
【

④
】

原
子
炉

建
屋

換
気

系
（

ダ
ク

ト
）

放
射

線
モ

ニ
タ

の
変

更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
１

２
条

発
電
用

原
子

炉
施
設
内

に
お

け
る

溢
水

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】
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３
．
ま
と
め

・
今
回
の
放
射
線
モ
ニ

タ
の
改
造

に
つ
い
て
は
，

溢
水
防
護

対
象
設
備
の
配

置
を
異
な

る
溢
水
防
護
区

画
に
変
更

（
放
射
線
モ
ニ

タ
検
出
器
を
移
設
）
す
る

が
，

移
設
先

に
お
い
て
も
，

溢
水
防
護

対
象
設
備
に
関

す
る
溢
水

評
価
及
び
防
護

設
計
並
び

に
そ
の
他
の
溢

水
防
護
設

計
に
係
る
基
本

設
計
に
変

更
が
な
い
こ
と

を
確
認

し
た
。

・
溢
水
防
護
対
象
設
備

に
関
す
る

溢
水
評
価
及
び

防
護
設
計

並
び
に
そ
の
他

の
溢
水
防

護
設
計
に
係
る

基
本
設
計

に
変
更
が
な
く

，
放
射
線
モ
ニ
タ
の
移
設

先
と
な
る

溢
水
防
護
区
画

に
お
け
る

溢
水
量
の
評
価

は
，
移
設

前
の
区
画
で
の

評
価
と
同

じ
で
あ
り
，
想

定
破
損
の

対
象
と
な
る
配

管
及
び
地

震
起
因
に
よ
る

破
損
を

想
定
す
る
機
器

は
な
く
，

消
火
水
の
放
水

に
よ
る
溢

水
量
も
同
じ
で

あ
る
こ
と

，
な
ら
び
に
，

放
射
線
モ

ニ
タ
の
移
設
先

で
の
配
置

に
つ
い
て
も
，

設
置
床

高
さ
E
L
.2
2.
00
mに

対
し

て
，
溢
水
防
護

上
配
慮
が

必
要
な
高
さ

EL
.
24
.
00
m以

上
を

満
足
す
る
高
さ
に

設
置
す
る
計
画

で
あ
り
，

既
認
可
に
お
け

る
設
計
と

同
様
の
位
置
で

あ
る
こ
と

か
ら
，
技
術
基

準
の
適
合

性
に
影
響
を
与

え
な
い
。

な
お
，

放
射
線
モ
ニ
タ

の
移
設
先

に
お
い
て
，
被

水
影
響
を

考
慮
す
べ
き
溢

水
源
及
び

漏
え
い
蒸
気
影

響
を
考
慮

す
べ
き
漏
え
い

蒸
気
の
発

生
源
が
な
く
，

評
価
対

象
外
と
な
る
こ

と
を
確
認

し
た
。

・
既
工
事
計
画
で
確
認

さ
れ
た
溢

水
防
護
対
象
設

備
の
選
定

，
溢
水
源
，
溢

水
量
，
溢

水
防
護
区
画
及

び
溢
水
経

路
の
設
定
，
溢

水
防
護
対
象
設
備
に
関
す

る
溢
水
評

価
及
び
防
護
設

計
，
そ
の

他
の
溢
水
防
護

設
計
に
影

響
が
な
い
こ
と

（
適
合
し

て
い
る
こ
と
）

を
確
認
す

る
必
要
が
あ
る

た
め
，
変

更
の
工
事
の
内

容
（
本

申
請
内
容
）
に

関
連
し
，

審
査
対
象
条
文

と
す
る
。

原
子
炉

建
屋

換
気

系
（

ダ
ク

ト
）

放
射

線
モ

ニ
タ

の
変

更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
１

２
条

発
電
用

原
子

炉
施
設
内

に
お

け
る

溢
水

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】
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ない設計とする。 

被水影響評価の具体的な内容を添付書類「Ⅴ-1-1-8-4 溢水影響に関する評価」

のうち「2.2 被水影響に対する評価」に示す。 

 

(3) 蒸気影響に対する評価及び防護設計方針 

溢水防護区画内で発生を想定する漏えい蒸気，区画間を拡散する漏えい蒸気及

び破損想定箇所近傍での漏えい蒸気の直接噴出による影響を，建設時の蒸気漏え

い発生時の環境条件を基に設定した条件，設定した空調条件及び解析区画条件に

より評価し，防護すべき設備が蒸気影響により要求される機能を損なうおそれが

ないことを評価する。 

漏えい蒸気による影響が蒸気曝露試験又は机上評価により設備の健全性が確認

されている条件を超え防護すべき設備が要求される機能を損なうおそれがある場

合並びに躯体形状の変更等により解析区画条件が建設時の蒸気漏えい発生時の環

境条件を基に設定した条件を超えるおそれがある場合には，漏えい蒸気影響を緩

和するための対策を実施する。 

蒸気影響評価において期待する溢水防護対策を以下に示す。 

漏えい蒸気影響を緩和するために，蒸気漏えいを早期自動検知し，直ちに自動

隔離を行うために，自動検知・遠隔隔離システム（温度検出器，蒸気遮断弁及び

検知制御・監視盤）を設置する。蒸気遮断弁は，所内蒸気系統に設置し隔離信号

発信後30秒以内に自動隔離する設計とする。蒸気の漏えいの自動検知及び自動遠

隔隔離だけでは解析区画条件が建設時の蒸気漏えい発生時の環境条件を基に設定

した条件を超えるおそれがある配管破断想定箇所には，防護カバーを設置し，防

護カバーと配管のすき間（両側合計3 mm以下）を設定することで漏えい蒸気影響

を緩和する。なお，微小な蒸気漏えい等により温度検出器を設置した区画内の温

度が自動検知・遠隔隔離システムの作動に必要となる温度まで到達せず，自動検

知・遠隔隔離システムが作動しない場合を考慮し，手動にて隔離を行うことを保

安規定に定め管理する。 

蒸気曝露試験は，漏えい蒸気による環境において要求される機能を損なうおそ

れがある電気設備又は計装設備を対象に，漏えい蒸気による環境条件（温度，湿

度及び圧力）により対象設備が要求される機能を損なわないことを評価するため

に実施する。ただし，試験実施が困難な機器については，漏えい蒸気による環境

条件に対する耐性を机上評価する。 

主蒸気管破断事故時等には，原子炉建屋原子炉棟内外の差圧による原子炉建屋

外側ブローアウトパネルの開放により，溢水防護区画内において蒸気影響を軽減

する設計とする。 

重大事故等対処設備については，位置的分散により，蒸気影響により設計基準
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補足－2【設計及び工事計画変更認可申請書に 

添付する書類の整理について】 
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補 2－1 

設計及び工事計画変更認可申請書に添付する書類の整理について 

 

1. 概 要 

 本資料では，「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく当該手続き

を行うにあたり，設計及び工事計画変更認可申請書に添付する書類について整理する。 

また，併せて「電気事業法」に基づく工事計画変更の手続きの要否についても整理する。 

 

2. 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく設計及び工事計画変更認

可申請書に添付する書類の整理について 

 設計及び工事計画変更認可申請書に添付すべき書類は，「実用発電用原子炉の設置、運転等に

関する規則」（以下「実用炉規則」という。）の第九条第三項で規定する別表第二の上覧に掲げる

種類に応じた同表の下欄に掲げる書類並びに設計及び工事に係る品質マネジメントの説明書類

となるが，別表第二では「認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。」との

規定があるため，本申請範囲である「計測制御系統施設」及び「放射線管理施設」に要求される

添付書類の要否の検討を行った。検討結果を表１に示す。 

 

3. 「電気事業法」に基づく工事計画変更認可申請書に添付する書類の整理について 

 「電気事業法」に基づく工事計画の手続き対象となる工事については，「原子力発電工作物の

保安に関する命令」（以下「保安命令」という。）の別表第一及び別表第三に規定されている。 

 今回改造するプロセス放射線モニタについては，計測制御系統設備及び放射線管理設備に係

る設備であり，保安命令の別表第一に規定する工事計画の認可を要するもの※に該当する。 

※：今回の改造において，要目表の変更及び保安命令の別表第一に規定する工事に該当する設備は「放射線管

理設備」のみであるが，「計測制御系統設備」の要目表においても同一の記載があるため，併せて申請する。 
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補 2－2 

表１ 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく設計及び工事計画

変更認可申請において要求される添付書類及び本申請における添付の要否の検討結果 

(1)原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ

実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×）
理 由 

別表第二（各発電用原子炉施設に共通） 

送電関係一覧図 × 送電設備に変更はないため，添付しない。 

急傾斜地崩壊危険区域内にお

いて行う制限工事に係る場合

は，当該区域内の急傾斜地の

崩壊の防止措置に関する説明

書 

× 
東海第二発電所において急傾斜地崩壊危険区

域に指定された箇所はないため，添付しない。 

工場又は事業所の概要を明示

した地形図 
× 

発電所の概要を明示した地形図に変更はない

ため，添付しない。 

主要設備の配置の状況を明示

した平面図及び断面図 
× 

主要設備の配置に変更はないため，添付しな

い。 

単線結線図 × 単線結線図に変更はないため，添付しない。 

新技術の内容を十分に説明し

た書類 
× 新技術に該当しないため，添付しない。 

発電用原子炉施設の熱精算図 × 熱精算に変更はないため，添付しない。 

熱出力計算書 × 熱出力計算に変更はないため，添付しない。 

発電用原子炉の設置の許可と

の整合性に関する説明書 
○ 

本申請では，変更する機器が設置許可との整合

性に影響がないことを説明するため添付する。 

※本文五号との整合性に関する説明書

※本文十一号との整合性に関する説明書

排気中及び排水中の放射性物

質の濃度に関する説明書 
× 

排気中及び排水中の放射性物質の濃度に変更

はないため，添付しない。 

人が常時勤務し，又は頻繁に

出入する工場又は事業所内の

場所における線量に関する説

明書 

× 
発電所の場所における線量に影響を与えない

ため，添付しない。 
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補 2－3 

実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×）
理 由 

発電用原子炉施設の自然現象

等による損傷の防止に関する

説明書 

○ 

補足-1 の添付書類で確認した書類であること

から添付する。 

・Ⅴ-1-1-2-1-1＊1

・Ⅴ-1-1-2-1-2＊1

・Ⅴ-1-1-2-2-1＊1

・Ⅴ-1-1-2-2-4＊1

・Ⅴ-1-1-2-2-5＊1

・Ⅴ-1-1-2-3-1＊1

・Ⅴ-1-1-2-3-2＊1

・Ⅴ-1-1-2-3-3＊1

・Ⅴ-1-1-2-4-1＊1

・Ⅴ-1-1-2-4-2＊1

・Ⅴ-1-1-2-4-3＊1

・Ⅴ-1-1-2-5-1＊1

・Ⅴ-1-1-2-5-2＊1

・Ⅴ-1-1-2-5-3＊1

・Ⅴ-1-1-2-5-4＊1

・Ⅴ-1-1-2-5-6＊1

排水監視設備及び放射性物質

を含む排水を安全に処理する

設備の配置の概要を明示した

図面 

× 排水監視設備に変更はないため，添付しない。 

取水口及び放水口に関する説

明書 
× 

取水口及び放水口に係る変更はないため，添付

しない。 

設備別記載事項の設定根拠に

関する説明書 
○ 

既工事計画では本設備の改造等の工事を行う

計画がなかったため，添付していなかったが，

設備の改造を行うため添付する。 

・Ⅴ-1-1-4-6-26

環境測定装置の構造図及び取

付箇所を明示した図面 
× 

今回改造する原子炉建屋換気系（ダクト）放射

線モニタはプロセスモニタリング設備に該当

するものであり，周辺モニタリング設備等の環

境測定装置に該当しないため，添付しない。 

クラス１機器及び炉心支持構

造物の応力腐食割れ対策に関

する説明書 

× 

今回改造する原子炉建屋換気系（ダクト）放射

線モニタはクラス１機器及び炉心支持構造物

に該当しないため，添付しない。 
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補 2－4 

実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×） 
理 由 

安全設備及び重大事故等対処

設備が使用される条件の下に

おける健全性に関する説明書 

〇 

設計基準事故時に想定される環境条件及び系

統施設毎の機能に影響はなく，必要な箇所の保

守点検ができる設計とすること等に変更はな

いが，設備の改造を行うため添付する。 

・Ⅴ—1-1-6＊1 

発電用原子炉施設の火災防護

に関する説明書 
○ 

本工事により火災の感知及び消火並びに火災

の影響軽減の火災防護対策について影響を与

えない。なお，改造する範囲に使用する非難燃

ケーブルは火災を想定した場合にも延焼が発

生しないよう処置する設計に変更はないが，補

足-1 の添付書類で確認した書類であることか

ら添付する。 

・Ⅴ-1-1-7＊1 

発電用原子炉施設の溢水防護

に関する説明書 
○ 

本工事により，溢水評価対象の防護対象設備の

配置を変更するため添付する。 

・Ⅴ-1-1-8-2 

補足-1 の添付書類で確認した書類であること

から添付する。 

・Ⅴ-1-1-8-1＊1 

・Ⅴ-1-1-8-3＊1 

・Ⅴ-1-1-8-4＊1 

・Ⅴ-1-1-8-5＊1 

発電用原子炉施設の蒸気ター

ビン，ポンプ等の損壊に伴う

飛散物による損傷防護に関す

る説明書 

○ 

補足-1 の添付書類で確認した書類であること

から添付する。 

・Ⅴ-1-1-9＊1 

通信連絡設備に関する説明書

及び取付箇所を明示した図面 
× 通信連絡設備に変更はないため，添付しない。 

安全避難通路に関する説明書

及び安全避難通路を明示した

図面 

× 安全避難通路に変更はないため，添付しない。 

非常用照明に関する説明書及

び取付箇所を明示した図面 
× 非常用照明に変更はないため，添付しない。 
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補 2－5 

実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×） 
理 由 

別表第二（計測制御系統施設） 

計測制御系統施設に係る機器

（計測装置を除く。）の配置を

明示した図面及び系統図 

× 

今回は計測制御系統施設のうち，工学的安全施

設等の起動信号に係る変更であるため，添付し

ない。 

制御能力についての計算書 × 制御能力に係る変更はないため，添付しない。 

耐震性に関する説明書 × 

今回の改造範囲である原子炉建屋換気系（ダク

ト）放射線モニタは，計測制御系統施設には該

当せず，放射線管理施設のうち，放射線管理用

計測装置に該当するため，放射線管理施設側で

整理（添付）する。 

強度に関する説明書 × 

今回改造する原子炉建屋換気系（ダクト）放射

線モニタは技術基準規則で分類されているク

ラスに該当しないため，添付しない。 

構造図 × 
本工事は，検出器の配置を変更するものであ

り，構造に係る変更はないため，添付しない。 

計測装置の構成に関する説明

書、計測制御系統図及び検出

器の取付箇所を明示した図面

並びに計測範囲及び警報動作

範囲に関する説明書 

○ 

補足-1 の添付書類で確認した書類であること

から添付する。 

・Ⅴ-1-5-1＊1  

原子炉非常停止信号の作動回

路の説明図及び設定値の根拠

に関する説明書 

× 
原子炉非常停止信号に変更はないため，添付し

ない。 

工学的安全施設等の起動（作

動）信号の起動（作動）回路の

説明図及び設定値の根拠に関

する説明書 

○ 

補足-1 の添付書類で確認した書類であること

から添付する。 

・Ⅴ-1-5-3＊1 

デジタル制御方式を使用する

安全保護系等の適用に関する

説明書 

× 
デジタル制御方式を使用する安全保護系等の

適用に係る変更はないため，添付しない。 

150



補 2－6 

実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×） 
理 由 

発電用原子炉の運転を管理す

るための制御装置に係る制御

方法に関する説明書 

○ 

補足-1 の添付書類で確認した書類であること

から添付する。 

・Ⅴ-1-5-4＊1 

中央制御室の機能に関する説

明書、中央制御室外の原子炉

停止機能及び監視機能並びに

緊急時制御室の機能に関する

説明書 

× 
中央制御室の機能に係る変更はないため，添付

しない。 

安全弁の吹出量計算書 × 安全弁に該当しないため，添付しない。 

別表第二（放射線管理施設） 

放射線管理施設に係る機器

（放射線管理用計測装置を除

く。）の配置を明示した図面及

び系統図 

× 

今回改造する原子炉建屋換気系（ダクト）放
射線モニタは放射線管理用計測装置に該当す
るため，添付しない。 

放射線管理用計測装置の構成

に関する説明書 
○ 

補足-1 の添付書類で確認した書類であること

から添付する。 

・Ⅴ-1-7-1 

放射線管理用計測装置の系統

図及び検出器の取付箇所を明

示した図面並びに計測範囲及

び警報動作範囲に関する説明

書 

○ 

本工事により，検出器の配置を変更するため，
配置を明示した図面を添付する。 

・第 7-1-5 図 

補足-1 の添付書類で確認した書類であること

から添付する。 

・Ⅴ-1-7-1 

管理区域の出入管理設備及び

環境試料分析装置に関する説

明書 

× 
管理区域の出入管理設備及び環境試料分析装

置に該当しないため，添付しない。 
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補 2－7 

実用炉規則 第九条第三項に

規定される添付書類名 

（略称含む） 

添付の要否 

（○・×） 
理 由 

耐震性に関する説明書 ○ 

本工事において，検出器の配置を変更するため
添付する。なお，「据付場所及び床面高さ」のう
ち，床面高さの記載を適正化するが，耐震計算
書上の基準床レベル及び床応答加速度の適用
に変更はないため，既工事計画における評価に
変更はない。 
・Ⅴ-2-8-2-4 

補足-1 の添付書類で確認した書類であること

から添付する。 

・Ⅴ-2-1-1＊1 
・Ⅴ-2-1-4＊1 
・Ⅴ-2-1-5＊1 
・Ⅴ-2-1-8＊1 
・Ⅴ-2-1-9＊1 
・Ⅴ-2-1-11＊1 
・Ⅴ-2-1-13-9＊1 

・Ⅴ-2-2-1＊1 

・Ⅴ-2-12＊1 

強度に関する説明書 × 

今回改造する原子炉建屋換気系（ダクト）放射
線モニタは技術基準規則で分類されているク
ラスに該当しないため，添付しない。 

構造図 × 
本工事は，検出器の配置を変更するものであ

り，構造に係る変更はないため，添付しない。 

生体遮蔽装置の放射線の遮蔽

及び熱除去についての計算書 
× 生体遮蔽装置に該当しないため，添付しない。 

中央制御室及び緊急時制御室

の居住性に関する説明書 
× 

中央制御室及び緊急時制御室の居住性に係る

変更はないため，添付しない。 

＊１：平成30年10月18日付け原規規発第1810181号にて認可された工事の計画から変更がないこ

とを示す。 
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補足－5【原子炉建屋換気系（ダクト）放射線モニタ改造工事 

の概要について】 

（改３） 
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建

屋
換

気
系

（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
改

造
工

事
の

概
要

に
つ
い
て

本
資
料
の
うち
、

は
商
業
秘
密
⼜
は
核
物
質
防
護
上
の
観
点
か
ら公

開
で
き
ま
せ
ん
。

補
足
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原
子
炉
建
屋
換
気
系
（
ダ
ク
ト
）
放
射
線
モ
ニ
タ
改
造
に
つ
い
て

【
概
要
】


原
子
炉
建
屋
換
気
系
（
ダ
ク
ト
）
放
射
線
モ
ニ
タ
は
，
二
次
格
納
施
設
バ
ウ
ン
ダ
リ
機
能
の
信
頼
性
向
上
の
た

め
，
原

子
炉

棟
換

気
系

の
ダ
ク
ト
改

造
を
含

め
た
系

統
構

成
の

変
更

に
伴

い
，
改

造
（
移

設
）
を
行

う
。


次
頁
以
降
に
原
子
炉
建
屋
換
気
系
（
ダ
ク
ト
）
放
射
線
モ
ニ
タ
の
改
造
の
内
容
を
示
す
が
，
合
わ
せ
て
「
実
用
発

電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
」
第
5
条
，
第
1
1
条
，
第
1
2
条
，
第
1
4
条
，
第

1
5
条
，
第
3
5
条
及
び
第
4
7
条
並
び
に
そ
れ
ら
の
「
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に

関
す
る
規

則
の

解
釈

」
に
基

づ
く
，
技

術
基

準
の

適
用

条
文

を
示

す
。


な
お
，
適

用
条

文
の

整
理

に
つ
い
て
は

，
補

足
－

１
に
示

す
。

2
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図
１

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ
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ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
改

造
工

事
概

要

原
子
炉
建
屋
換
気
系
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ダ
ク
ト
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放
射
線
モ
ニ
タ
改
造
に
つ
い
て

3

適
用
条
文

第
５
条

，
第

１
２
条

溢
水
防
護
区
画
番
号

設
置
床
（
高
さ
）

溢
水
防
護
上
の
配
慮

が
必

要
な
高

さ

現
行

C
S
-
3
-
2

E
L
.2
2
.0
0
m

E
L
.2
4
.0
0
m
以

上

移
設
後

C
S
-
3
-
3

変
更

な
し

変
更

な
し

※
当
該
溢
水
防
護
区
画
内
に
お
け
る
溢

水
防
護
対
象
設
備
で
あ
る
「
原
子
炉

棟
換
気
系
排
気
隔
離
弁
」
の

下
端

を
目
安
に
設
定
。
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気
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ダ
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放
射
線
モ
ニ
タ
改
造
に
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い
て

4

適
用
条
文

第
５
条

，
第

１
１
条

，
第

１
２
条

Ａ
－

Ａ
矢

視
図

Ｂ
－

Ｂ
矢

視
図

設
置
床
高
さ

E
L
.2
2
.0
0
ｍ

設
置
床
高
さ

E
L
.2
2
.0
0
ｍ

排
気

ダ
ク
ト
及

び
隔
離
弁
中
心
部

高
さ

E
L
.2
6
.0
0
ｍ

排
気

ダ
ク
ト
及

び
隔
離
弁
中
心
部

高
さ

E
L
.2
6
.0
0
ｍ

図
２

原
子
炉
建
屋
換
気
系
排
気
隔
離
弁
室
内
機
器
配
置
図
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原
子
炉
建
屋
換
気
系
（
ダ
ク
ト
）
放
射
線
モ
ニ
タ
改
造
に
つ
い
て

5

適
用
条
文

第
１
２
条

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
設

置
床

高
さ
の

記
載

誤
り
に
つ
い
て
【
既

工
事

計
画

よ
り
抜

粋
】

要
目

表
＿

放
射

線
管

理
施

設
『
原

子
炉

建
屋

換
気

系
（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
』

○
上

記
要

目
表

は
，
平

成
3
0
年

1
0
月

1
8
日

付
け
原

規
規

発
第

1
8
1
0
1
8
1
号

に
て
認
可

さ
れ

た
も
の

で
あ
る
が

，
今

回
の

改
造

対
象

で
あ
る
原

子
炉

建
屋

換
気

系
（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
の

「
設

置
床

高
さ
」
の

記
載

を
誤

っ
た
（
正

し
く
は

「
E
L
.2
2
.0
0
m
」
）
。

本
記

載
内

容
は

，
上

表
の

注
記

*
3
の

と
お
り
，
上

記
の

認
可

以
前

の
既

工
事

計
画

に
お
い
て
は

記
載

が
な
く
，
平

成
3
0
年

認
可

の
工

事
計

画
認

可
申

請
時

に
記

載
を
追

加
し
た
も
の

で
あ
る
。

本
記

載
誤

り
の

原
因

は
，
次

々
頁

（
図

３
）
に
示

す
原

子
炉

建
屋

付
属

棟
の

図
面

に
お
い
て
，
異

な
る
エ
レ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の

エ
リ
ア
が

混
在

し
て
い
た
た
め
，

本
来

「
E
L
.2
2
.0
0
m
」
と
記

載
す
べ

き
と
こ
ろ
，
誤

っ
て
別

エ
リ
ア
の

エ
レ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
読

み
取

り
，
「
E
L
.2
3
.0
0
m
」
と
記

載
を
行

っ
た
も
の

と
推

定
す
る
。

な
お
，
同

様
に
原

子
炉

建
屋

換
気

系
（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
の

耐
震

性
に
つ
い
て
の

計
算

書
に
お
い
て
も
記

載
誤

り
が

存
在

す
る
た
め
適

正
化

す
る
。

誤
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原
子
炉
建
屋
換
気
系
（
ダ
ク
ト
）
放
射
線
モ
ニ
タ
改
造
に
つ
い
て

6

適
用
条
文

第
１
２
条

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
設

置
床

高
さ
の

記
載

誤
り
に
つ
い
て
【
既

工
事

計
画

よ
り
抜

粋
】

○
上

表
は

，
い
ず
れ

も
原

子
炉

建
屋

換
気

系
（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
検

出
器

の
設

置
床

高
さ
を
示

し
て
お
り
，
計

測
制

御
系

統
施

設
の

要
目

表
及

び
内

部
溢

水
評

価
に
係

る
添

付
書

類
に
お
い
て
は

，
設

置
床

高
さ
は

『
E
L
.2
2
.0
0
m
』
と
正

し
く
記

載
さ
れ

て
い
る
。

添
付
書
類
＿
Ⅴ
-
1
-
1
-
8
-
2
『
防
護
す
べ
き
設
備
の
設
定
』
よ
り
抜
粋

要
目
表
＿
計
測
制
御
系
統
施
設

『
原
子
炉
建
屋
放
射
能
高
』

正
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原
子
炉
建
屋
換
気
系
（
ダ
ク
ト
）
放
射
線
モ
ニ
タ
改
造
に
つ
い
て

7

適
用
条
文

第
１
２
条

図
３

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
の

設
置

床
高

さ
を
示

す
エ
ビ
デ
ン
ス
（
平

面
図

）
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原
子
炉
建
屋
換
気
系
（
ダ
ク
ト
）
放
射
線
モ
ニ
タ
改
造
に
つ
い
て

8

適
用
条
文

第
１
２
条

図
４

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
の

設
置

床
高

さ
を
示

す
エ
ビ
デ
ン
ス
（
断

面
図

）
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原
子
炉
建
屋
換
気
系
（
ダ
ク
ト
）
放
射
線
モ
ニ
タ
改
造
に
つ
い
て

9

適
用
条
文

第
５
条

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
の

耐
震

性
に
つ
い
て
の

計
算

書
（
Ⅴ

-
2
-
8
-
2
-
4
）
抜

粋
【
既

工
事

計
画

よ
り
】

○
今

回
の

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ
の

改
造

で
は

，
当

該
放

射
線

モ
ニ
タ
検

出
器

の
ほ

か
，
検

出
器

収
納

箱
取

付
架

台
も
既

設
設

備
を

取
り
外

し
，
継

続
使

用
す
る
と
と
も
に
，
移

設
先

で
の

設
置

高
さ
並
び
に
取

付
方

法
も
既

設
同

様
で
あ
る
た
め
，
既

工
事

計
画

に
て
説

明
済

み
の

耐
震

評

価
に
変
更
は
生
じ
な
い
。

床
面

高
さ
の

記
載

を
E
L
.2
2
.0
0に

変
更
す
る
。
本
変
更
に
よ
っ
て
も
耐
震
計
算
書
上
の
床
応
答

加
速
度
は
，
基
準
床
レ
ベ
ル
E
L
.2
9
.0
0を

適
用
し
て
い
る
た
め
，
耐
震
評
価
に
変
更
は
生
じ
な
い
。

誤
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原
子
炉
建
屋
換
気
系
（
ダ
ク
ト
）
放
射
線
モ
ニ
タ
改
造
に
つ
い
て

10

図
５

原
子
炉
建
屋
ガ
ス
処
理
系
作
動
の
安
全
保
護
回
路

系
統
概
略
図

適
用
条
文

第
１
４
条

，
第

１
５
条

，
第

３
５
条

＜
原

子
炉

建
屋

ガ
ス
処

理
系

作
動

の
安

全
保

護
回

路
＞

○
２
区

分
の

検
出

器
か

ら
得

ら
れ

た
信

号
を
用

い
，
論

理
回

路
（
１

ｏ
ｕ
ｔ
ｏ
ｆ
２
ｔｗ

ｉｃ
ｅ
）
を
通

じ
て
作

動
信

号
を
発

生
さ
せ

て
お
り
，
多

重
性

を
有

し

て
い
る
。

○
想

定
さ
れ
る

も
過

酷
な
環

境
条

件
で
あ
る
原

子
炉

冷
却

材
喪

失
時

及
び
主

蒸
気

管
破

断
時

に
お
い
て
健

全
に
動

作
す
る
よ
う
設

計
し
て
い
る
。

○
耐

震
Ｓ
ク
ラ
ス
設

備
と
し
て
設

計
し
て
い
る
。
ま
た
，
そ
の
区

分
に
応

じ
，
そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
エ
リ
ア
に
設

置
し
て
お
り
，
溢

水
，
火

災
が

発
生

し
た

場
合

に
お
い
て
も
，
安

全
機

能
を
損

な
わ

な
い
よ
う
設
計

し
て
い
る
。

○
そ
の

区
分

に
応

じ
，
中

央
制

御
室

の
異

な
る
盤

に
設

置
，
あ
る
い
は

盤
内

に
離

隔
し
て
設

置
し
て
お
り
，
そ
れ
ぞ
れ

分
離

し
て
配
置

し
て
い
る
。
ま

た
，
電

源
に
つ
い
て
は

そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
区

分
か

ら
供

給
し
て
お
り
，
１
つ
の
区

分
に
故

障
が

発
生

し
た
場

合
に
お
い
て
も
安

全
機

能
を
損

な
わ

な
い
よ
う
設

計
し
て
い
る
。

凡
例

：
O
R
回

路

：
A
N
D
回

路

：
検
出
器

：
盤

：
区
分
Ⅰ

：
区
分
Ⅱ
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原
子
炉
建
屋
換
気
系
（
ダ
ク
ト
）
放
射
線
モ
ニ
タ
改
造
に
つ
い
て

11

適
用
条
文

第
４
７
条

（
今
回
の
申
請
対
象
）

（
申
請
対
象
外
）

中
央
制
御
室
側
の
モ
ニ
タ
等
計
装
品
は
工
事
対
象
外
。

ま
た
，
計
測
範
囲
並
び
に
警
報
設
定
値
等
に
変
更
な
し
。

【
計
測
範
囲
：
1
0
-
4
～
1
m
S
v/
h
】

【
警
報
動
作
範
囲
：
1
0
-
4
～
1
m
S
v/
h
】

※
警

報
動

作
値

は
通

常
運

転
時

の
放

射
能

（
バ

ッ
ク
グ

ラ
ウ
ン
ド
値
）
の
1
0
倍
以
下
を
包
絡
す
る
よ
う
設
定
す
る
。

放
射

線
モ
ニ
タ
改

造
工

事
範

囲

RP
S

BU
S
A

RP
S

BU
S
B

図
６

原
子

炉
建

屋
換

気
系

（
ダ
ク
ト
）
放

射
線

モ
ニ
タ

系
統

概
略

図

排
気
ダ
ク
ト
モ
ニ
タ
検
出
器
移
設

燃
料
取
替
床

排
気
ダ
ク
ト

モ
ニ
タ

※
１
：
燃

料
取

替
床

排
気

ダ
ク
ト
モ
ニ
タ
検

出
器

は
，
燃

料
の

落
下

等
に
よ
り

放
射

性
物

質
が

放
出

さ
れ

た
場

合
等

に
お
け
る
当

該
エ
リ
ア
の

異
常

検
知

の
た
め
に
設

置
さ
れ

て
い
る
。

※
２
：
排

気
ダ
ク
ト
モ
ニ
タ
検

出
器

は
，
二

次
格

納
施

設
内

で
の

放
射

性
物

質
の

漏
え
い
等

に
よ
る
異

常
検

知
の

た
め
に
，
原

子
炉

建
屋

原
子

炉
棟

の
境

界
外

側
（
二

次
格

納
施

設
の

壁
を
貫

通
し
た
ダ
ク
ト
の

側
面

）
に
設

置
さ
れ

て
い
る
。※
１

※
２

【
凡

例
】

：
ダ
ク
ト
閉

止

：
ダ
ク
ト
撤

去

：
ダ
ク
ト
追

設
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